
法人名 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由

株式会社ひさ野 5120001197488
大阪府大阪市旭区大宮４－１５
－１２

R5.9.22 ～ R5.10.21 (1ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　株式会社ひさ野は、大阪府発注の工事におい
て、建設業法第7条第二号及び第26条第3項の
規定に違反して、同号に規定する当該建設業者
の営業所における専任の技術者を、専任を要す
る主任技術者として工事現場に配置した。
　そのため、令和5年3月31日に、建設業許可部
局（大阪府）から建設業法第28条第1項に基づく
指示処分を受けた。

西武建設株式会社 3013301006249
埼玉県所沢市くすのき台１ー１
１ー１

R5.9.11 ～ R6.1.10 (4ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　西武建設株式会社は、資格要件を満たさない
者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うこ
とにより得た経営事項審査結果を公共工事の発
注者に提出し、同発注者がその結果を複数年度
の資格審査に用いたことが、建設業法第28条第
1項第二号に該当すると認められるとして、令和
5年7月21日に関東地方整備局長から監督処分
（営業停止45日間）を受けた。
　また同日、建設業法第15条第二号の規定に違
反して、資格要件を満たさない者を営業所の専
任技術者として配置していたことが、建設業法
第28条第1項本文に該当すると認められるとし
て、関東地方整備局長から監督処分（指示）を
受けた。

株式会社洛北造園 9130001005662
京都府京都市中京区壬生花井
町３

R5.8.28 ～ R5.10.27 (2ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　株式会社洛北造園は、査基準日令和2年12月
31日の経営事項審査申請において、実際には
常勤していない者を技術者として技術職員名簿
に記載していたことが判明した。また、同申請に
より得た結果通知書を複数の公共工事の発注
者（京都府及び京都市）が資格審査に用いた。
　このことは建設業法第28条第1項第2号に該当
し、同条第1項の規定による指示処分の対象と
なるとして、令和5年6月27日付けで建設業許可
部局（京都府）から監督処分を受けた。

京都土木株式会社 2130001026236
京都府京都市西京区大原野上
里鳥見町８‐１８

R5.8.10 ～ R5.10.9 (2ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　京都土木株式会社は、審査基準日令和3年3
月31日の経営事項審査申請において、既に退
職した者や資格及び実務経験のない者を技術
者として技術職員名簿に記載していたことが判
明した。また、同申請により得た結果通知書を
複数の公共工事の発注者（京都府及び京都市）
が資格審査に用いた。このことは建設業法第28
条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定によ
る指示処分の対象となるとして、令和5年6月27
日付けで建設業許可部局（京都府）から監督処
分を受けた。

奈良県緑化土木協同組合 1150005000855
奈良県奈良市東紀寺町２－８－
８

R5.7.18 ～ R5.10.17 (3ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第15号

（不正又は不誠実な行為）

　奈良県緑化土木は、令和5年3月15日に淀川
ダム統合管理事務所発注の「天ケ瀬ダム右岸
法面対策工事」を落札したが、会社経営の悪化
により廃業の方向であることを理由に、令和5年
3月20日に契約辞退届を提出した。
　また、同者は令和4年10月19日に奈良国道事
務所発注の「大和御所道路小槻高架橋Ｐ７１Ｌ
下部他工事」の契約を締結したが、会社経営の
悪化による廃業が決まり、当該工事の履行がで
きなくなったとして令和5年3月22日に履行不能
届を提出し、奈良国道事務所は工事請負契約
書の規定に基づき、令和5年4月11日に解除通
知を行った。
　さらに同者は、令和4年8月30日に滋賀国道事
務所発注の「国道1号瀬田地区他歩道設置工
事」の契約を締結したが、会社経営の悪化によ
る廃業が決まり、当該工事の履行ができなくなっ
たとして令和5年4月10日に履行不能届を提出
し、滋賀国道事務所は工事請負契約書の規定
に基づき、令和5年4月25日に解除通知を行っ
た。

株式会社博報堂 8010401024011 東京都港区赤坂5丁目3番1号

株式会社東急エージェン
シー

6010401019178 東京都港区西新橋1丁目1番1号

株式会社セイムトゥー 8010401047458
東京都千代田区永田町2丁目4
番3号

株式会社電通 5010401143788 東京都港区東新橋1丁目8番1号

株式会社フジクリエイティブ
コーポレーション

4010601042816
東京都江東区青海1丁目1番20
号

株式会社セレスポ 9013301006441
東京都豊島区北大塚1丁目21番
5号

　公正取引委員会は、令和5年2月28日（火）に、
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会が発注する東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に関するテスト
イベント計画立案業務委託契約等の入札談合
事件について、独占禁止法に違反する犯罪が
あったと思料して、同法第74条第1項の規定に
基づき、当該業者等を検事総長に告発し、同
日、東京地検特捜部は同社等を起訴した。

R5.2.15 ～ R5.11.14 （9ヶ月）
指名停止等措置要領
別表第2第15号

（不正又は不誠実な行為）

　東京地検特捜部は、令和5年2月8日（木）に、
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会（以下「組織委員会」）が発注した
東京オリンピック・パラリンピックテスト大会の計
画立案業務に係る入札における独占禁止法第3
条（不当な取引制限の禁止）違反容疑で（株）電
通ほか2社の社員等を逮捕した。

指名停止等措置要領
別表第2第15号

（不正又は不誠実な行為）

指名停止期間

R5.3.6 ～ R5.12.5 (9ヶ月)


